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            【開会＝午前９時５８分】  
 

ただいまから羽島市議会議員政治倫理審査会を開会い

たします。  
羽島市議会議員政治倫理審査会規程第３第２項により、

本日の会議は非公開といたします。よろしくお願いいたし

ます。  
初めに、前回の審査会での豊島議員の発言を反訳したも

のを配布したいと思います。また、前回お配りしたものを

含め、作成中の会議録につき、審査会終了後、回収いたし

ますのでよろしくお願いいたします。  
本日の審査事項は豊島議員の関係についてであります。

豊島議員には６月２日開催の審査会で事情聴取しました

が、規程第３第４項により、経過、状況、その他必要な事

項について報告を求めたいと考えますがよろしいですか。 
 

（異議なし）  
 
では豊島議員に経過、状況、その他必要な事項について

報告を求めることといたします。  
 

（豊島議員入室）  
 
では、豊島議員に経過、状況、その他必要な事項につい

て報告を求めることといたしますが、委員長において順に

指名しますので、それぞれ簡潔明瞭な質疑応答をお願いし

ておきます。  
 
質疑ということですのでよろしくお願いいたします。羽

島市議会で選挙公報に誤りの記載があったということで、

市民の関心が非常に高く、この政治倫理審査会も市民に対

する説明責任を果たすと、そういう意味で非常に重要な委

員会だと思っております。先輩議員に対して大変申し訳ご

ざいませんが、そのような委員に指名されたということ

で、職務としてお尋ねしますのでよろしくお願いいたしま

す。ちょっと細かいところに入るかもしれませんが、何点

かお尋ねをしたいと思います。まず、名称についての認識

が誤っていたというか、チェック等が甘かったということ

で、記載された社会福祉士という資格なんですが、この社

会福祉士の資格は福祉関係の国家資格の中では一般的に

は最難関と言われている資格でして、合格率が２０２２年
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度が３１％、２０２３年度は４４％程度だと言われており

ます。豊島議員は福祉の充実、福祉関係の方々と連携を常

に図っていらっしゃるというようなことを述べていらっ

しゃいますが、そういう活動に重きを置いていらっしゃる

ような議員の方が認識を誤って社会福祉士というこの資

格を記載してしまわれたということについて、特に国家試

験の中でも特に難関といわれるこの試験について誤って

記載をしてしまったということについて、今のお気持ちを

もう一度お聞かせ願えるとありがたいと思います。  
 
今、南谷委員からのお尋ねでございますけど、福祉の学

校で学び、そして即、市の福祉分野で社会福祉主事という

位置付けで勤務をしてきました。勤務したときには今ご指

摘の社会福祉士という制度はなく、また、そういう名称等

はありません。それで、国の方の、ご指摘の通りありまし

て、そういうことになってからの勤務経験とか実務経験も

ありませんでしたが、社会的なことの名称としてそういう

ものが使われた段階において、相当前ですけど、資格名称

を記載して、他のところでも記載を文章でしたことは、私

的なことでもあります。ただし、前にも申し上げましたが、

これについて、活用して仕事をしたとか、それから、活用

して何か紹介とか、お会いしたとかは一度もないし、また

使って勤めたり、事務に当たったりももちろんありません

し、現在もありません。この認識と言われますけど、まさ

に軽率であったということは事実であります。以上です。 
 

ありがとうございます。軽率であったというお気持ちと

いうことのようです。それで、当初、社会福祉主事として

職務にあたっていらっしゃったと、その時には社会福祉士

の国家資格はまだ法律が成立していなくて、そのような国

家資格はなかったということです。それから、社会福祉士

の国家資格が制定されて、そこの辺りで認識の間違いが起

きたということなんですが、社会福祉士という資格の存在

を承知された、認識されたのはいつ頃でしょうか。  
 

いつという年数まではちょっと記憶にないんですけど、

もちろん現場を離れ、さらに市の退職後に、その後も福祉

及び福祉分野の関係者と連携を保ったり、福祉教育の方の

いろんな場面に関わらせていただいておった関係から、そ

こまではですけど、退職後の時点で、その頃の時期的なこ

とは、もう福祉士という制度がありましたので、それをま

さに書いてしまっていたということですから、時期的なこ
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とで言えばもちろん退職後に、そういうことを書いてしま

っていたということです。時期的には。  
 
ありがとうございます。退職後に社会福祉士という資格

の存在を知識として得られたということなんですが、その

ときに同時に社会福祉士の資格も持っていると認識をさ

れたのか、社会福祉士という資格が世の中に出たときとい

うか、社会福祉士の資格を知ったときにはまだ自分が社会

福祉士という資格を持っていないと認識されていたのか、

この社会福祉士の資格を持っていると認識されたのはい

つ頃なんですか。  
 

認識というか、持っているという確認とか、そういうこ

とはしておらず、社会福祉の分野でやって、社会福祉の担

当として実務もやってきて、私もそういうことをやってい

たから、そして一般的に社会福祉士というのが学校の方で

もそういう制度を周知され、また一般の世間でも周知され

てきたことから、そういう切り替えが自動的というのは失

礼ですけど、そういう名称というか、今はそういうふうに

なったのかなという、まさにそこは軽率であり、チェック

不足、これは事実だった、そういう時期です。  
 

今のお話ですと、社会福祉士という資格の存在を知った

とき、それは退職後ということなんですが、そのときに社

会福祉士の資格は自動的に付与されると、そういうような

誤った認識を持たれたというふうに理解をしたわけなん

ですが、社会福祉士が国家資格で最難関、福祉関係では最

難関と言われている非常に合格率が低かったんですが、こ

のことについてはご存知なかったということなんでしょ

うか。  
 

そこの調査及びチェックについてはしておりませんで

した。  
 
福祉関係にご努力されて、その方面での活躍もしていら

っしゃる、またそのように充実を図っているということな

んですが、社会福祉の世界では社会福祉士の資格というの

はかなり皆さん認識を深く持っていらっしゃって、そう簡

単には取れないという話題もあちらこちらで出てくるし、

社会福祉士を持っている人は持っているということをか

なりアピールされると思うんですが、そういったとき、何

らかの思いというのはなかったんですか。  
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繰り返しになりますけど、仕事及び日常生活を含めて、

公表というか、これを活用とか、公言したりはありません

し、これについてお尋ね等を受けたことは、少なくとも記

憶のある範囲では、私の周囲からはありませんでした。こ

れは事実です。  
 

指摘がなかったということは確かにそうかもしれませ

んが、周りに社会福祉士の資格を持っていらっしゃる方は

いらっしゃいましたか。  
 

１人１人に確認したことはありません。  
 
承知しました、ありがとうございます。あと、社会福祉

士の資格を自分が持っていないと認識されたのはいつで

すか。  
 

正式に確認というか、そういう制度でという調査をきち

んとしたのは、先般ご指摘を受けて、古いことで言えば、

社会福祉主事時代の実務等から、社会福祉士という一般的

な世間で使われだしておることから表記してしまってお

るということですから、今回いつということですと、今回

ご指摘というか、お尋ねがあったときが正式に言えばその

時点です。  
 
ありがとうございます。そうしますと、社会福祉主事と

して仕事をしていらっしゃって、その経験があれば自動的

に社会福祉士の資格は自動的に付与されると、そう認識し

て思い込んでいたがために今回の報道、初めて自分が社会

福祉士を持っていないということを認識したという、そう

いうようなご説明でよろしいですね。  
 
その通りです。  
 
ありがとうございます。それで、選挙公報を過去４回分

いただいているんですが、平成２３年には社会福祉主事と

記載があるんです。その４年後、平成２７年は社会福祉士

と記載が変わっているわけなんですが、変えられたいきさ

つとか、変えられた理由は何でしょうか。  
 
これも先ほどご質問にもありましたし、私もお答えした

ように、制度的なことが、社会、世間という言い方か、い
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ろんなところでこういう資格名称が出てきまして、そうい

うのに、自動的にと言うと失礼ですけど、変更というか変

わって、これは付与されるというか、名称が変えられると

いうか、できるというような甘い認識、そういう一点です。 
 
そういう自動付与だとすると、逆に平成２３年の記述が

正しくないということにもなるんですが、それはそれとし

て置いておきまして、選挙公報に所有資格を書くというこ

とは、かなり重い、社会的に責任を持つことだと思うんで

す。名刺にちょっと書くとか、どこかへ出す経歴にちょっ

と書くのと違って、ことが選挙公報ですので、ここに資格

の名称を書くということはかなり重いことですので、私の

考え方ですと、やはりしっかりチェックをすると、いつ取

ったのか、どこで取ったのか、合格証書なり資格証書なり、

あるいは制度なりしっかり確認をして記載をすると思う

んですが、またおそらく他の議員の皆さんもそうしていら

っしゃると思うんですが、その点について、そうなさらな

かった理由は何なんでしょうか。この辺が市民の皆さんも

一番疑問に思っていらっしゃるところですので、市民向け

にもご説明いただけるとありがたいです。  
 

これも繰り返しになりますが、全体的なことのチェック

はきちんと製作からやっておったんですけど、資格として

一字一句というか、それは当たり前のことでしょうけど、

そこが完全にきちんとしたチェックをしなかったという、

これはまさにミスです。それ以外ありません。  
 

もちろんミスだということなんですが、これミスとおっ

しゃられるだけでは、平成２３年は社会福祉主事と書いて

あって、２７年に社会福祉士と修正をされていますので、

前回出した、例えば令和５年が間違っていて、その前の平

成３１年からそのままついうっかり出しちゃったよとい

うのはわかりやすいんですけれど、修正をするということ

はかなり意図的な操作で、そこには何らかのチェックな

り、ちょっとミスだけではなかなか市民の皆さんの理解は

得にくいと思うんですが、そこはどうでしょうか。  
 

先ほどの繰り返しですけど、その頃からも全般的な羽島

市の福祉関係にも発言をさせていただいたり、また調べた

りさせていただいている中で、我が国というか、いろんな

場所で社会福祉士という名称、これが目に付く、また広ま

ってきている、それからそれを生かして仕事をしてみえる
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というご紹介とか、そういうのはちょうど出てきた、特に

広まるというか、重要視された、そういうことから、そち

らの、そういうのが目に付いて、意図的に変えたというよ

りも、そういう制度になって、そこは確認ミスと言うしか

ないわけです。  
 
市民がどう思われるかということですので、真実が何か

ということは、これはなかなかわからないわけですが、市

民の皆さんが思われるのは、社会福祉のために活動してい

らっしゃれば、社会福祉士の資格がどういう資格かという

ことは当然わかっていなきゃいけないだろう、なのに途中

で変えたということは、うっかりミスとはなかなか思えな

いという声が私のところには多く来ているし、私自身もこ

の介護福祉士とか社会福祉士とか精神保健福祉士でした

か、この３つの社会福祉の三大資格なんですが、あちらこ

ちらでこれを聞いていて、今ではこれが採用の条件にもな

りがちなところまで来ておりますので、福祉の部門で頑張

っていらっしゃるということであれば、こういう話題は自

動的に耳に入ったり、あるいは知識として持っていただき

たかったというのが率直な感想です。もう一点、そういう

具合で資格に対してかなり無頓着に記載されたというミ

スということなんですが、ここの中にもう一点、ＮＰＯ法

人岐阜羽島ボランティア協会かみなり村村長という現在

の主な活動、所属団体、役職というもので書いてあるんで

すが、この岐阜羽島ボランティア協会かみなり村村長とい

うのはどんな役職なのでしょうか。  
 

これは私の町内に、ＮＰＯからできて、とにかく私の町

内で初めてそういう団体を設立され、活動を始められた責

任者の方から、町内でいろいろなご相談とか何とかも、地

元に住んでみえるということから、かみなり村という名称

でやり始められたので、そこの相談とか何とかに乗っても

らうということからも、町内での間に相談もしたいことが

あるのでということ、また親しくもしておりましたので、

そういうことから申し出というか、お話を受けて、いいで

すよということで受けただけで、どんなことというのは全

く、何のルールというか、約束事もありませんし、ただ受

けただけでして、それ以来、今日まで来ておるだけです。 
 

この村長というのは、岐阜羽島ボランティア協会の中に

定められている職というか、役割というか、そういうもの

なんですか。  
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全くないと思います。私、そういう役員でも何でもあり

ませんし、全く、口頭で頼みますと言われて、いいですよ

と、それを承諾しました。先ほども言いましたように、位

置づけも何にもないと思います。それは私の方のことでは

ないですが、頼まれたのは事実ですし、いいですよと言っ

たのも事実です。それだけのことです。  
 
頼まれたのは村長を頼まれたんですか、それとも相談役

を、相談相手を頼まれたのですか。  
 
名称を、村長という言い方、かみなり村という名称を使

ってみえますので、そこの村長と、誰も村長おりませんで

したし、村長とはっきり言われました。  
 
頼まれた当時、村長に就いてくれと頼まれたので、それ

を引き続き今も記載しているという理解でよろしいです

か。  
 
その通りです。  
 
現在も頼まれていらっしゃるんですか。  
 
そういうことでしたら、今日まで、もういいですよとか、

なくなるも何も、今言われたように、そういう位置づけが

ありませんので、それは私のどうこうでなくて、私の方か

ら、今名称がなくなっていれば別ですけど、そういう組織

はあるわけですから、地域もありますから、なんら、これ

もご返答したこともないですし、先方からも何の申し出も

ありませんので、全く考えてもいない、ずっときておると、

そんなようなことです。  
 

これが公報に初めて出てきたのが平成２３年の公報で、

初めてかみなり村村長と出てきておりますので、村長とし

て依頼されたのは当然その前だと思うんです。それ以降、

村長を続けてくれとか、何かそういうような接触なり会議

に出席されたとか、何かそういうことはあるんですか。  
 

これは任期も何も全く、役員でも何でもありませんの

で、それはそこの代表が言われたこと、まさに約束という

か、そういう言葉ですので、毎年毎年とか、それから定期

的な改選とか、そういうのを私も聞いたことないし、そう
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いうことは現時点でもありませんので、そのままこういう

のはよく世の中で言う、そのまま継続しているのかなと、

それだけの軽い気持ちです。  
 
選挙公報に載せる現在の主な活動、所属団体、役職とし

てそういうような形で依頼されて、それ以降、特に何の接

触もなく、ずっと１２年間ですか、続いてきて、今のボラ

ンティア協会長さんはどなたかよく存じませんけれど、そ

の方の意向もおそらく確認もしていらっしゃらないだろ

うと思うんですが、そういう状況でここに載せるというこ

とが適切かどうかということについてはどのようにお考

えですか。  
 
先ほど申しましたように、そういう役職でないとか、役

職というのもおかしいですが、そういうのと関わっていな

いとか、そういうことならばそこから辞退したり、外れた

りということでしょうけど、確認と言われましても、地域

というか、世の中のいろんなもののお世話をしているの

に、ずっと頼むと言われて、ずっとやってきておるという

ことだけで、あえて、日々確認をしたことも当然ありませ

んし、ご指摘を受けたことも、その団体等からは今日現在

ありません。  
 

わかりました。もう一点だけかみなり村について、この

直近の４年間でかみなり村についてどんな活動をされて

いるのでしょうか。ちょっと具体例を教えてください。  
 
先ほど言いましたように、役員でも何でもありません

し、幹部でもありませんし、あえて相談ごとを受けるとい

うようなことも、個々のことについては全くありません。

そういう権限があったら、議員活動とも関わることがあり

ますので、一切ありません。当然会員は一会員です。羽島

市の他の多くの団体でありますような会費を払っている

会員、それから催し物があるときは、これは一市民という

か、住民ということで、お祭り等には参加していると、参

加できないここ数年間は何も全くありませんでしたし、そ

んな状況です。  
 

（「ちょっと委員長、ちゃんと指名して、勝手にしゃべっ

ているでいかん。」などの声あり。）  
 
申し訳ありません。それでは許可をいただきましたの



9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
豊島議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南谷清司委員  
 
 
 
野口委員  
 
 
 
 
 
 
豊島議員  
 
 

で、今のかみなり村のことはこれで結構なんですが、要す

るに、かみなり村村長としての業務は４年間されていなか

ったという、そういう一会員としての参加ということで今

お聞きをしたんですけれど、そういう理解でいいのかなと

思いますが、それでは最後になりますけれど、虚偽事項公

表ということ、ミスであろうとなんだろうと虚偽事項公表

になるんですけれど、罰としては２年以下の禁錮または３

０万円以下の罰金と、もしも立件されればの話なんです

が、社会福祉士の名称、これも名称使用制限が決まってお

りますので、要するに持っていないのにこの資格の名称を

使用すると３０万円以下の罰金と非常に重い刑罰が科せ

られるというような法律の定めがあるんですが、そういう

ような罰則に反するような行為をミスとは言えどもされ

てしまったということなんですが、そのことについて選挙

に選ばれた議員として、その責任の取り方についてはどの

ようにお考えなのかをちょっと教えていただけるとあり

がたいです。これが最後になります。  
 

そこに名称を載せたことについて、これらの分野には、

教育と福祉に力を入れていくという、それが私の目標とい

うか、進めていく姿勢でしたので、そういう面との連携を

より充実していきたいということで、そこをずっと表記し

てきてしまったということです。あえてそこに履歴とかそ

ういうふうにはうたわなかったというか、私のその辺はチ

ェックミスですが、そういう分野に力を入れて、連携をし

ていきたいと、この二つ、大きく、そういうつもりで書か

せていただきました。  
 

先輩議員に大変僭越な質問をさせていただきまして申

し訳ありませんでした。これも職務ということでご容赦願

えたらありがたいかと思います。以上で終わります。  
 

先日の政治倫理審議会でいただいた資料の選挙公報に

書いてあるんですけれども、社会福祉士に関しては、この

報道内容についてはその通りであるということでお話が

あったんですけれども、この社会福祉士の隣の児童福祉司

について、この児童福祉司の資格はお持ちなんでしょう

か。ご説明をいただきたいと思います。  
 

ちょうど同じ時期かと、私が当時、社会福祉主事等をや

っていた当時は、これはありませんが、社会福祉士、それ

から、これは関連してそういう制度の資格等で、児童の方
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近藤委員  
 
 
 
 
 
後藤國弘委員  
 
 
 
 
 
 

の分野、それから事業の部局、部署等でそこに指導したり、

そこで携わる者がそういうのを使うと、使えると、これも

資格として、２つが関連して取得できるということから、

私も児童の方についても、そういう分野は携わりましたの

で、ただこの名称は、当時もありませんでしたので、社会

福祉主事全般で扱わせていただいた関係から、この２つを

新たな制度資格の段階において、資格が生まれたときか

ら、並列して表記した。完全な誤りというか、チェックミ

スで、その通りです。これは２つが関連していたというこ

とから、使ってしまったということです。  
 

ということは、社会福祉士と児童福祉司の２つの資格は

お持ちでないということでよろしいですか。  
 
その通りです。現時点ありません。  

 
重なる部分がありますけれども、一点お尋ねをいたしま

す。この社会福祉士という資格について、豊島議員は持っ

ていると思っていたのか、あるいは持っていないことはわ

かっていたのか、そのことについてお答えください。  
 

持っていたという、その確認を怠ったのは事実です。福

祉をやってきて、福祉士へ自動的な切り替えというか、資

格要件が与えられたのか、そこの確認もしておりませんで

した。ただ、現場でもやってきた関係で、福祉士というの

に切り替わったというか、そういうふうになったのかとい

う確認をせずに、甘い認識というかチェックミスですけ

ど、そういう感覚を持っておりました。  
 
様々なご意見ありまして、それから豊島議員から既に全

員協議会で皆さんの前で早期の時点で陳謝をされており

ます。それで、何回か今質問の答弁でも自分のチェックが

甘かったということで、大変反省をしておられますので、

私としてはこれ以上質問はありません。以上です。  
 
皆さん質問されたんですけど、市民の方が一番疑問に思

っているというか、そういうことをちょっとお聞きしたい

と思いますけれども、この社会福祉士を記載したことはう

っかりミスなのか、意図的にやったのかということころが

市民の皆様が疑念を持たれているところだと思うので、こ

の辺はどうでしょうか、うっかりなのか意図的にやりまし

たなのか、この辺を確認したいと思います。  
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先ほどの繰り返しになりますけど、社会福祉主事として

福祉分野においてそういうものに関わってきて、それから

その後も団体とか個人的にも福祉教育分野には関わって

きました。福祉主事としての実務経験、それはやってきた

んですけど、福祉士に、こういう制度になって、自動的に

変わるというか、そういう名称を使うようになったのかと

いう、そこのチェックミスと認識ミスは私の甘さですけ

ど、ですから、意図的にというのは全くありません。です

から、そのようなふうで途中というか、名称を記載してし

まっておると、これまでもしてしまってきたということ

は、繰り返しになりますが、そういう意図はなく、変わっ

てきた名称ということで書いてしまったと。以上です。  
 
意図的ではなかったという趣旨だと思います。そうしま

すと、この平成２３年には社会福祉主事、それから平成２

７年に社会福祉士と表記が変わるわけですけど、この間、

何かがあったんじゃないかなと勘ぐってしまうんですが、

これが変わった経緯みたいなのがもしわかれば教えてく

ださい。  
 

経緯というか、先ほどの繰り返しになりますけど、社会

全体、国の方で、社会福祉士の活動が世間で広まりという

か、周知されだして、そちらの名称が中心になって、周知

されだしたのは事実。それはこの制度ができたときからで

すからもっと前ですが、それが私自身もそういう名称とし

ては、これからこうなんだということで、安易に使ったと

いうことです。そういう経緯です。  
 

社会福祉士というのは、３０年以上前からある資格だと

思うんですけど、いわゆるそういうことの認識のないま

ま、世間が使われ始めたから、多分こっちの表記でいいだ

ろうというふうに理解してよろしいでしょうか。  
 
そのような理解です。  
 
社会福祉士と児童福祉司が自動的に免許がもらえると

いうふうに思ったという話ですが、通常考えると、自動的

にこの免許が更新された場合というのは、新たにそういっ

た証書等が手元に来ると考えるんですが、そういった考え

はなかったのかお聞かせください。  
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それは全く、そういう今のご指摘の考えはありませんで

した。  
 
社会福祉士も児童福祉司もかなり重い、そういった資格

だと考えられるんですが、一切なかったということでよろ

しいでしょうか。  
 
はい、その通りです。  
 
続きまして、先ほどお話ありましたかみなり村村長の話

なんですが、村長というと本当に一番上の立場という認識

につながると思うんですが、このかみなり村村長として何

かイベント、また会議等々で、村長としてご出席されたこ

とはありますか。  
 

全く一度もありません。  
 
ちょっといろいろ伺いたいことがありますので、ちょっ

と僭越ですが伺わせていただきたいと思います。まず、社

会福祉主事という名称が平成２３年の選挙公報には書か

れておるわけでございますけれども、主事と申しますと、

市役所から現に主事担当としてやられているということ

がそもそも前提ではないかと思われるんです。つまり、ご

退職された後においてはその発令を受けていないわけで

すから、そもそも主事ではなくなると考えられるんです。

そうしますと、この２０１０年３月退職と記載があること

からしますと、社会福祉主事と書いてあることが、発令さ

れたということがなくなるわけですから、それ自体がちょ

っと矛盾を感じるんです。この社会福祉主事という記載の

この趣旨はどういった趣旨なんでしょうか。  
 

先ほどともだぶりますけど、そこに、字句も安易に載せ

たことも含めて、今の、社会福祉主事、それから社会教育

主事も、こういうことをやってきたということで、そうい

う分野の方に力を入れ、連携をしていきたいということか

ら、これまで場を踏んできたということを掲載したという

ことで、そういうことから載せてしまったということで

す。  
 

そうであると、この現在の主な活動と書いてあるのもち

ょっと矛盾を感じるんですが、それはいいでしょう。次に

社会教育主事の関係で伺いたいと思います。社会教育主事
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に発令されたのはいつごろのことでしょうか。  
 

市役所に入って、４０年ほど前になりますか、４０年ほ

ど前になると記憶しております。  
 

４０年ほど前に社会教育主事になられたということな

んですけれども、その時には既にその要件が確保されてい

たという理解でよろしいんでしょうか。  
 
確保というか、そういう資格をいただいたと、現場にも

おりましたし、それから研修というか、そういうのを積ん

で、いただいたということで、それで職務をしてきました。

以上です。  
 

社会教育主事としてはどのようなことをなさってきて

いましたか。  
 
青少年指導、地域公民館指導、成人教育指導、婦人教育、

幅広く言えば文化活動、文化財、そういう分野です。  
 

この社会教育主事という資格は、私当時の状況は存じま

せんけれど、今の法律上は非常にたくさんの科目を勉強し

て、それで学んで、そして発令されるということで、かな

りシビアな資格になります。取るのが大変な資格であると

いう理解なんですけど、当時はそうではなくて、簡易に取

れたということなんでしょうか。  
 
簡易かどうかですけど、一定の単位とか、一定の要件を

満たせば、全員とはですけど、ほぼいただける、いただけ

たと記憶をしております。  
 
社会教育主事は結構足りないということが文部科学省

の方でも問題になっているような資格で、全国でも千何百

人とかしかいなくて、それでかなり拡充が求められている

資格だという認識なんですが、ちょっと私の勘違いかもし

れません。とりあえず私が最後に伺いたいことは、現在の

主な活動、所属団体、役職に書いてあるもので、この社会

福祉士と児童福祉司は間違いであるという発言がありま

したけれども、これ以外に関しては、この社会教育主事が

元になるというのはあると思うんですけど、これ以外の記

載に関しては全部事実であるということでよろしいでし

ょうか。  
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はい、その辺はチェックしております。  
 
すみません、もう一点だけちょっと聞かせてください。

先ほど配られた前回のご説明の議事録のペーパーですが、

そのペーパーに市議会議員として福祉の充実、教育の充実

を目指していると、それで、その福祉の分野、教育の分野

との連携を常に図っていて、これからも図っていきたい

と、こういうことを強く述べたかったから間違った資格を

載せてしまったと、このように書いてあるんですが、これ

は間違いないですか。当然おっしゃった言葉ですから間違

いないんでしょうけれど。  
 

はい、その分野で、字句のことについては何度もご説明

しておりますが、この広い２つの分野に力を入れていきた

いということには間違いございません。  
 
通常、プロフィールとか現在の主な活動、所属団体とい

うのは自分自身を少しでも理解をしていただくために書

くんですが、この社会福祉については、福祉の分野で力を

入れている、これからも図っていきたい、そのことを訴え

るために書かれたということで間違いないんですね。  
 
そういう分野という言い方で、今ご指摘受けましたが、

そういう幅広い分野で力を入れていきたいと、その通りで

す。  
 
他にはございませんか。  
 

（発言なし）  
 
以上で終了いたします。  
規程第３第５項において、審査の申し立てをされた議員

は口頭または文書をもって弁明することができることに

なっております。豊島議員は弁明をされますかお尋ねいた

します。  
 

大変今回は、第１回のときも申し上げましたように、有

権者の皆様、そして議会の皆様にも私のきちんとした字句

等チェックとか、慎重なる名称等の認識が甘いためにご迷

惑をおかけし、先般も申しましたように、深くこれについ

ては謝罪をいたしております。それで、今後においても、
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これらについては先輩議員のご指導等も受け、また、この

分野については、さらなる、しっかりと充実を目指してい

くこと、これについては変わりを思っておりませんので、

各委員さん方のご配慮といいますか、ご指導を賜って進め

ていきたいと思いますので、ご審議をよろしくお願いしま

す。  
 

以上で弁明を終了いたします。豊島議員は退室願いま

す。  
 

（豊島議員退室）  
 
続いて、審査会規程第３第１項により、審査会において

審査結果及び羽島市議会議員政治倫理要綱第４に定める

措置を決定したいと思いますが、引き続き審査を進めてよ

ろしいですか。  
 

今日決定しますか、それについてお尋ねいたします。  
 
審査の結果次第で今日決めるか、また後日ということに

なるか。  
審査を進めてよろしいですか。  
 

（異議なし）  
 
では、羽島市議会議員政治倫理要綱第４によれば、審査

会は審査の結果、政治倫理に反する事実があると認める議

員に対し、要綱の遵守、議会への出席の自粛、議会におけ

る役職の辞任の勧告等その他審査会が必要と認める措置

を取るものとすると定めております。本件において審査会

において、まず、豊島議員に政治倫理に反する事実がある

と認めることとしてよろしいですか。  
 

事実関係につきましては、本人も認めておられますけ

ど、早急に本人も謝罪しておられますので、私は反対いた

します。  
 
「政治倫理に反する事実があると認めることでよろし

いですか」とお聞きしております。事実があることは、皆

さんお認めですか。  
 

（異議なし）  
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次に、要綱第４に列記する要綱の遵守、議会への出席の

自粛、議会における役職の辞任の勧告、その他どのような

措置をとることといたしますか。ここでご意見をお伺いい

たします。  
 

今委員長から出席の自粛とかいろいろ言われましたけ

ども、私としては前回の豊島議員の発言もありましたけど

も、早々に全員協議会のときに大変申し訳ないということ

を謝罪、また、本日もいろんな質問ですね、そのときも弁

明されたときも、これに対しては大変自分のミスであると

謝罪をしておられますので、そういった措置については反

対いたします。  
 
議会としてしっかり対応すべきだと考えておりますの

で、しっかり市民の皆様に説明責任を果たすような取り組

みが必要だと思います。  
 
私も原委員が言われたように、市民の皆さんにわかる形

で、その他があるので、新聞にも載ってしまったし、ご本

人も新聞の記事に関しては事実であるということをお認

めになられて、謝罪もされていますので、一応市民の皆さ

んもこの件はご存知なので、ホームページですとか議会だ

よりにこの政治倫理審査会の結果報告と本人の謝罪等々

を含めて結果の記載をするということが必要なんじゃな

いかなと思いますし、本人の謝罪を本会議場でやれるのか

どうかわかりませんけど、そういったことも含めてやって

いって、その他の審査会が必要と認める措置ということで

対応したらどうかと思います。以上です。  
 
この政治倫理審査会を設置してはということを全協で

の豊島議員からの説明の後申し上げたんですが、その時、

設置した方がいいのではという話は、市民の皆様に説明責

任を果たさなきゃいけないんじゃないですかというよう

な、そういう目的でした。そういう目的から考えると、何

もしないと、議会としては何も説明する機会を作っていな

い、身内の会議だけということになりますので、要綱の遵

守、これは議員誰でも同じですので、要綱の遵守を要請す

る、もう一つ、議場で事情を説明する、議場で説明すると

いうことは、すなわち市民に対して説明するということで

すので、議場で説明するなり、陳謝されるかはちょっとわ

かりませんけれど、議場で状況の説明をご本人の口から説
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明をしていただくと、この２点は説明責任を果たすために

は議会としてやっておいた方がいいのではないかなとい

うことを思います。以上です。  
 
要綱の第３の第１条ですか、審査会が審査結果及び要綱

第４に定める勧告その他の措置を決定しようとするとき

は、出席委員の全員一致による議決を要するものとすると

いうことで、先ほど私が反対ということを言いましたの

で、それで決着ついたわけじゃないですか。  
 

決着をうんぬんの前に、やはり選ばれた委員なんですか

ら、いろんな意見があっていいと思うので、皆さんにお聞

きすればいいんじゃないですか。  
 
豊島議員の問題に関して、その他の措置ということで、

今野口委員からも、いろいろご意見をいただいておりまし

て、他にも公報が違うという問題がございましたから、正

しい記載、あるいは違った記載がどこなのかということを

明確に明らかにしていただくような機会というのは必要

ではないかなと考えております。以上です。  
 
しっかりと市民の皆さんにしっかりと説明をして、議会

としてどういった対応をしたということを公表すべきだ

と考えております。  
 
今回のことは、先ほど事実があったかなかったとかとい

うことで、事実があったということを皆さんで認めたとい

うことでありますので、この事実に対して政治倫理審査

会、いわゆる議会としてどういう結論を出すのか、もう一

点は市民に対してどう説明するのか、本来、この記載、い

わゆる間違った記載によっていわゆる迷惑を被ったのは

議員ではなくて、市民の方を第一に考えるべきであるの

で、ここにしっかりとした発信ができないということは、

議会は何やっとったんやということになると思いますの

で、何らかの形、先ほど野口委員が言われたようにホーム

ページに載せるとか、謝罪文を載せるとか、そういったも

のは必ず必要になると私は考えております。以上です。  
 
審査会の関係については、出席委員の全会一致の議決に

よるものとするというふうに書かれて、審査会で決定され

る内容については、当然この審査会でやるということです

けど、市民に公表するとかそういう部分についてはこの審
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査会が行うべきか、ちょっと違うと思いますので、その辺

審査会の結果は委員長から当然議長に行って、その公表う

んぬんについては、また議長が判断されるのか全員でやる

のかもしれませんが、その辺はちょっと違うと思いますの

で、その辺委員長、説明してもらえますか。  
 
近藤委員のおっしゃる通りで、措置というのと、審査会

の議事であった内容とか、これは違う話ですので、先ほど

私がお話したのは、措置として要綱の遵守を求めると、も

う一点が措置として議場で事情説明をしていただくと、議

場で事情を説明するということは、要するに私達は市民の

代表ですので、市民の皆様に事情を説明したということに

なると思います。それから別に、今回の審査の内容、経過

の発表といったことは委員長のみができるということで、

委員長の職権でどんな形でされるかわかりませんけれど、

今回の審査の経過なり内容なり、そういったことは委員長

の職権で市民の方に公表していただければ結構かなと思

います。以上でございます。  
 
豊島議員に対しては、議場での事情説明、そして陳謝が

必要であると考えます。  
 
皆さんのご意見をお聞きしますと、市民の皆さんに事情

説明をするために、ホームページ、議会だより等々におい

て周知、また本会議場にて謝罪というか、報告をしていた

だくのがいいというご意見でございます。審査会の会議は

非公開として会議の経過及び結果について外部に発表す

る必要がある場合は全て委員長が行うという規定もあり

ますので、先ほどの第４に列記する要綱の遵守、議会への

出席の自粛、議会における役職の辞任の勧告は全会一致に

なりませんので、近藤委員が反対しておりますので。  
 
それで結構なんですけれど、措置の案を出して、しっか

り議決をとってください。議決をしっかりとってやってい

ただけるとありがたいと思います。  
 
要綱の遵守を求める意見がありましたので、それに対し

て賛成か反対がお聞きいたします。賛成の方の挙手をお願

いいたします。  
 
（全員挙手）  
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全員。  
次に、本会議場においての事情説明についてお聞きいた

します。  
 

（「ここで決めるの、そんなこと、その他で勝手に決めて

いいの」と呼ぶものあり）  
 
書いてあるのは要綱の遵守、議会への出席の自粛、議会

における役職の辞任の勧告等その他審査会が必要と認め

る措置をとるものとすると書いてありますので、前は例示

ですので、この例示に類するものであれば自動的にＯＫだ

という、そういうことですから、事情説明は議会への出席

の自粛や議会における役職の辞任よりずっと、言い方は変

ですけど、軽いというか対応しやすい話ではあるとは思う

んですが。  
 
その前に、審査規程の中に審査会の会議は非公開とし、

会議の経過及び結果については外部に発表する必要があ

る場合は全て委員長が行うと書いてあるでしょ、この規定

でいったらどうですか。  
 
今求められているのは、本人の口からのいわゆる説明を

求めるということだと思いますので、委員長の口ではなく

て、本人の口から求めるということが必要かと、そういう

ふうに考えております。  
 

審査会規程の第３の２に会議の経過及び結果について、

外部に発表するとありますから、ここで議決をした結果を

説明するので、まず結果がまだ決まってないので、決局、

勧告その他の措置を決定しようとするときには出席委員

の全員一致による議決を要するというわけですから、今、

一つ遵守の要請が決まったと、もう一つ議題になるのが、

議場で議員、つまりは市民に対して事情説明をする、事情

説明をすれば多分その場で陳謝もされると思うんですけ

れど、それを求めるか、そういう措置を決定するかどうか

を決めて、それが決まれば、委員長が外部に向けて発表す

ると、そういう流れじゃないかなと思います。  
 
再度確認ですけども、要綱の第４の議会における役職の

辞任の勧告等その他審査会が必要と認める措置を取るも

のとするについては、この部分についても、審査会規程の

第３の１の出席委員の全員一致による議決を要するもの
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とするということが適用されることでよろしいですか。  
 

これは規定にあるので。  
一つずつ聞いていきます。本会議場においての事情説明

をお聞きします。やった方がいいと思われる委員の方の挙

手をお願いします。  
 
（賛成の委員挙手）  
 

反対の方。  
 

（反対の委員挙手）  
 
先ほどは説明でしたが、今度は謝罪を議場でした方がい

いと思われる委員の方。  
 

（賛成の委員挙手）  
 
反対の方。  
 

（反対の委員挙手）  
 
当委員会において、豊島議員の政治倫理に反する事実が

あると認めましたが、議場においての説明、謝罪は全員一

致ではありませんので、しないということにいたしたいと

思いますが、要綱の遵守求めるという措置の部分に対して

は全員一致と認め、要綱の順守を求める措置をすることと

いたします。  
当委員会において決定した結果を豊島議員に伝え、当審

査会の結果報告を取りまとめるため、次回開催の日時を決

定してはと考えますが、いかがですか。明日、６月７日１

０時としてよろしいですか。  
 
ここで発言させていただいて大変申し訳ありませんが、

次回委員会の結果報告の取りまとめに当たりまして、常任

委員会でやっていただいています委員会結果報告の案文

を作成する関係がありまして、少しお時間をいただきたい

と考えておりますが、申し訳ありません、よろしくお願い

します。  
 
常任委員会みたいに、「委員長に一任願います、異議な

し」ではだめなんですか。結論は出たので、あとは経過報
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告だけですもんね。ですから、常任委員会ではいつも最後

委員長にご一任願いますで終わるんですけど、経過報告、

あるいはここに外部への発表は委員長しかできないとあ

りますので、そういったことについては全て委員長に一任

するということで私は構わないんですが、皆さんがそれで

よければ、これが最後ということでいいんではないかなと

思いますけど。  
 
開催しないで、委員長にお任せ願えますか。  
 

（異議なし）  
 
それでは委員長にお任せいただきたいと思います。  
これで政治倫理審査会を閉会いたします。ご苦労さまで

ございました。  
 

【閉会＝午前１１時２５分】  
 


